
　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
特

定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
定
款
変
更
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
十
九
年
四
月
十
九
日

広
島
県
知
事  

藤　
　

田　
　

雄　
　

山

特
定
非
営
利

活
動
法
人
の

名　
　
　

称

代

表

者

の

氏

名

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

定

款

に

記

載

さ

れ

た

目

的

定
款
変
更
の

内

容

申

請

の

あ

っ

た

年

月

日

特
定
非
営
利

活
動
法
人
Ｎ

Ｐ
Ｏ
日
本
環

境

ネ

ッ

ト

ワ
ー
ク

正
路　

孝
子

広
島
県
東
広

島
市
高
屋
町

大
字
桧
山
四

七
六
番
地
の

二

こ
の
法
人
は
、
地
域
住

民
が
求
め
る
自
然
環

境
の
保
全
と
地
域
住

民
の
福
祉
を
基
本
目

的
と
し
て
、
河
川
を
始

め
と
す
る
景
観
美
化

を
推
進
し
、
も
っ
て
、

住
み
よ
い
ま
ち
づ
く

り
と
、
循
環
型
社
会
の

構
築
に
寄
与
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。

事
業
年
度
の
変

更

平
成
一
九
年
三

月
二
七
日


